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実施場所別クラブ数の状況

(か所)

実施場所 平成 ２９ 年 平成 ２８ 年 増減

小学校 13,271 (54.0%) 12,679 (53.7%) 592

学校の余裕教室 7,231 (29.4%) 6,918 (29.3%) 313

学校敷地内専用施設 6,040 (24.6%) 5,761 (24.4%) 279

児童館･児童センター 2,617 (10.6%) 2,637 (11.2%) ▲ 20

公的施設利用 1,631 (6.6%) 1,624 (6.9%) 7

民家・アパート 1,374 (5.6%) 1,271 (5.4%) 103

保育所 859 (3.5%) 882 (3.7%) ▲ 23

公有地専用施設 1,747 (7.1%) 1,662 (7.0%) 85

民有地専用施設 1,370 (5.6%) 1,344 (5.7%) 26

幼稚園 324 (1.3%) 339 (1.4%) ▲ 15

団地集会室 106 (0.4%) 107 (0.5%) ▲ 1

商店街空き店舗 483 (2.0%) 413 (1.7%) 70

認定こども園 326 (1.3%) 238 (1.0%) 88

その他 465 (1.9%) 423 (1.8%) 42

計 24,573 (100.0%) 23,619 (100.0%) 954
注：( )内は各年の総数に対する割合である。

※各年5月1日現在（総務課少子化総合対策室調）
（平成29年7月11日以降保育課（子育て支援課）健全育成推進室）
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「
「
と
や
ま
っ
子
さ
ん
さ
ん
広
場
推
進
事
業
」
の
概
要

 

１
 
目
的
 

地
域
の
力
を
生
か
し
た
子
育
て
の
新
た
な
支
え
合
い
を
推
進
す
る
た
め
、
地
域
住
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ

活
動
を
行
う
組
織
・団

体
等
が
、
地
域
に
お
い
て
多
様
な
形
で
取
り
組
む
自
主
的
な
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
を
進

め
る
。
 

２
 
実
施
主
体
 

①
 
町
内
会
等
の
地
域
住
民
団
体

 

②
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
を
行
う
組
織
・団

体
 

③
 
そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
団
体

 

３
 
対
象
 

・
原
則
小
学
生
以
下
の
子
ど
も

 

・
利
用
児
童
数
は
概
ね

5
人
以
上

 

た
だ
し
、
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
中
学
生
の
受
入
れ
も
可

 

４
 
期
間
 

年
間
概
ね

1
0
0
日
以
上

 

た
だ
し
、
夏
休
み
な
ど
長
期
休
業
期
間
の
み
の
開
設
も
可

 

５
 
時
間
 

概
ね

1
4
時
か
ら

1
9
時
ま
で
の
間
で
原
則

3
時
間
以
上

 

1
9
時
ま
で
の
開
設
を
促
進

 

６
 
場
所
 

公
民
館
、
地
区
集
会
場
、
民
家
、
そ
の
他
の
施
設

 

７
 
指
導
員
、

世
話
人
 

地
域
住
民
、
地
域
の
高
齢
者
な
ど

 

８
 
補
助
制
度
 

補
助
基
準
額

 
（世

話
人

2
人
以
上
の
場
合
） 

①
 
1
0
0
日
以
上

 
 
5
0
0
千
円

 

②
 
1
5
0
日
以
上

 
 
7
5
0
千
円

 

③
 
2
0
0
日
以
上

1
,0

0
0
千
円

 

④
 
夏
休
み
な
ど
長
期
休
業
日
の
み
の
開
設
等
の
場
合
は
、
開
設
日
数
に
応
じ
て
別
途
協
議
す
る
金
額

 

(注
)世
話
人
が

1
人
の
場
合
は
、
上
記
金
額
の

1
/
2
 

 補
助
率

 
 
県
・市

町
村

 
各

1
/
2
 

 
 
 
 
 
 
 
（
県
は
市
町
村
が
実
施
す
る
助
成
事
業
に
対
し
て
補
助
を
行
う
。
） 

９
 
料
金
 

必
要
に
応
じ
徴
収
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放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
事
務
手

続
に
関
す
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
抜
粋
）
 

（
雇

児
総

発
0
92
0
第

2
号

 
平

成
2
8
年

9
月

2
0
日
 
厚
生

労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭

局
総
務
課
長
）
 

 《
以

下
、
抜

粋
》
 

 １
 
優

先
利
用

の
基
本

的
考
え

方
に

つ
い

て
 

（
１

）
趣
旨
 

放
課
後

児
童

健
全
育

成
事
業
の

対
象

は
、

児
童
福

祉
法
（
昭
和

2
2
年

法
律

第
1
6
4
号
）

上
、

保
護

者
が

労
働
等

に
よ
り

昼
間
家
庭

に
い

な
い

児
童
と

さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の

家
庭
の

様
態
は

多
種

多
様

で

あ
り

、
地

域
に

よ
っ

て
は

、
児

童
の

受
入

れ
に
当

た
っ
て
、
優
先

順
位
を

付
け

て
受

入
れ

を
実

施
し

て

い
る

と
こ
ろ

も
あ
る

。
 

平
成

2
7
年
４

月
よ
り

子
ど
も

・
子

育
て

支
援
法

及
び
就
学

前
の

子
ど
も

に
関

す
る
教
育

、
保

育
等

の
総

合
的

な
提

供
の

推
進

に
関

す
る

法
律

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

の
施

行
に

伴
う

関
係

法
律

の
整

備
等

に
関
す

る
法
律

（
平
成

2
4
年

法
律

第
6
7
号

。
以
下

「
整

備
法

」
と
い

う
。

)に
よ

る
児
童

福
祉

法
の

改
正
に

よ
り

、
放

課
後
児

童
健

全
育

成
事
業

の
対
象
と

な
る

児
童
が
「

小
学

校
に
就

学
し

て
い

る

お
お

む
ね

10
歳

未
満

の
児
童

」
か

ら
「

小
学
校

に
就
学
し
て

い
る
児

童
」
に

明
確
化
さ

れ
た
ほ
か

、

女
性

の
就
業

割
合
の

高
ま
り
な

ど
に

応
じ

て
、
放
課

後
児
童

健
全

育
成

事
業
の

利
用
ニ
ー

ズ
の

増
加

が

見
込

ま
れ
る

と
こ
ろ

で
あ
る
。

 

「
社
会

保
障

審
議

会
児

童
部

会
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の
基

準
に

関
す

る
専

門
委

員
会

報
告

書
」
（
平

成
2
5
年

1
2
月

。
以

下
「

専
門
委

員
会
報

告
書
」

と
い
う
。
）

に
お

い
て

は
、
市

町
村
（

特
別

区
を

含

む
。

以
下

同
じ
。
）

は
放

課
後

児
童

健
全
育

成
事

業
の

提
供

体
制

を
整

備
す

る
必

要
が

あ
る

も
の

の
、

利
用

ニ
ー
ズ

の
増
加

に
対
し
て

は
、
優

先
順

位
を
付

け
て
対

応
す

る
こ

と
も
考

え
ら
れ
、
優

先
的

に
受

け
入

れ
る
べ

き
児
童

の
考
え
方

に
つ

い
て

国
と
し

て
例
示
を
示

す
べ
き
と

さ
れ
て

い
る
。

 

こ
れ
ら

を
踏

ま
え
、
放

課
後
児

童
健

全
育

成
事
業

の
優
先
利

用
に

関
す

る
基
本

的
考
え
方

を
明

ら
か

に
す

る
も
の

で
あ
る

。
 

 （
２

）
検
討

経
緯
及

び
他
の
制

度
に

お
け

る
状
況
 

放
課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

の
優

先
利

用
に

つ
い

て
は
、
（

１
）

の
と

お
り

、
専

門
委

員
会

に
お
い

て
検

討
が
行

わ
れ
、

専
門
委
員

会
報

告
書

に
お
い

て
、
具
体
的

な
対

象
者

に
つ

い
て

例
示

し
て

い
る

。
 

ま
た
、

母
子

及
び
父

子
並
び
に

寡
婦

福
祉

法
（
昭

和
39

年
法

律
第

1
2
9
号

）
第

2
8
条

（
第

31
条

の
８

に
お

い
て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

に
お

い
て

、
従

来
の

市
町

村
に

対
す

る
母

子
家

庭
及

び
父

子
家

庭
（

以
下
「

ひ
と

り
親

家
庭

」
と

い
う

。
）

の
児

童
の

保
育

所
の

入
所

選
考

の
際

に
お

け
る

特
別

な
配

慮
義
務

に
加
え

て
、
放
課

後
児

童
健

全
育
成

事
業
そ
の

他
の

厚
生

労
働
省

令
で
定
め

る
事

業
を

行

う
場

合
の
特

別
の
配

慮
義
務
が

規
定

さ
れ

、
平
成

2
6
年

1
0
月

１
日
よ

り
施
行

さ
れ
て

い
る

。
 

さ
ら
に

、
「

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
法

に
基

づ
く

支
給

認
定

等
並

び
に

特
定

教
育

・
保

育
施

設
及
び

特
定

地
域

型
保
育

事
業

者
の

確
認

に
係

る
留

意
事

項
等
に

つ
い

て
」
（

平
成

2
6

年
府

政
共

生
第

8
59

     
           -3-



号
・

2
6
文

科
初

第
6
5
1
号
・

雇
児

発
0
9
1
0
第

２
号
内
閣

府
政

策
統

括
官
（

共
生
社
会

政
策

担
当

）
・

文
部

科
学
省

初
等
中

等
教
育
局

長
・
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等
・
児

童
家
庭

局
長
連
名

通
知

）
第

２
の
７

に
お

い
て

、
保

育
の
必

要
性
の

認
定

及
び

こ
れ
を

踏
ま
え
た

保
育

所
等

の
利
用

に
係
る
調

整
を

適
切

に

行
う

た
め
、

優
先
利

用
に
関
す

る
基

本
的

な
考
え

方
が
示
さ
れ

て
い
る
。
 

 

（
３

）
優
先

利
用
の

基
本
的
考

え
方

及
び

対
象
と

し
て
考
え
ら

れ
る
事
項
 

放
課
後

児
童

ク
ラ

ブ
を

利
用

で
き

な
か

っ
た

児
童

（
以
下

「
待

機
児

童
」

と
い

う
。
）

の
発

生
状
況

に
加

え
、
事
前

に
予
測

さ
れ
る

事
案

や
個
別

事
案

ご
と
へ
の

対
応

の
必

要
性
等

の
観
点
を

踏
ま

え
、
事

案
に

応
じ
て

受
入
れ

の
優
先
度

を
高

め
る

こ
と
に

よ
り

、
優

先
利

用
を

可
能
と

す
る
仕
組

み
が

考
え

ら

れ
る

。
 

そ
の
際

、
優
先

的
な

受
入

れ
が

実
際

に
行

わ
れ
る

よ
う

、
地

域
に

お
け
る

受
入
体

制
を
確

認
し
、
市

町
村

子
ど
も
・
子

育
て

支
援
事

業
計

画
に

基
づ
く

提
供
体
制

の
確

保
等

を
着
実

に
実
施
し

て
い

る
こ

と

が
必

要
と
な

る
。
 

こ
れ
ら

を
踏

ま
え
、
優

先
利
用

の
対

象
と

し
て
考

え
ら
れ
る

事
項

に
つ

い
て
例

示
を
す
る

と
次

の
と

お
り

で
あ
る

。
た

だ
し
、
そ
れ

ぞ
れ

の
事

項
に
つ

い
て
は
、
適

用
さ

れ
る
児

童
・
保

護
者

、
状
況

、
体

制
等

が
異
な

る
こ
と

が
想
定
さ

れ
る

た
め

、
運

用
面

の
詳
細

を
含

め
、
実

施
主
体

で
あ
る

市
町

村
に

お

い
て

、
そ
れ

ぞ
れ
検

討
・
運
用

す
る

必
要

が
あ
る

こ
と
に
御
留

意
い
た
だ

き
た
い

。
 

 

①
 
ひ

と
り
親

家
庭
 

※
 
母

子
及
び

父
子
並

び
に
寡

婦
福

祉
法

に
基
づ

く
配
慮
義

務
が

あ
る

。
 

②
 
生

活
保
護

世
帯
 
（

就
労
に

よ
る

自
立

支
援
に

つ
な
が
る

場
合
等
）
 

③
 
主

と
し
て

生
計
を

維
持
す

る
者

の
失

業
に
よ

り
、
就
労

の
必

要
性

が
高
い

場
合
 

④
 
虐

待
又
は

Ｄ
Ｖ
の

お
そ
れ

が
あ

る
こ

と
に
該

当
す
る
場

合
な

ど
、

社
会
的

養
護
が
必

要
な

場
合
 

⑤
 
児

童
が
障

害
を
有

す
る
場

合
 

⑥
 
低

学
年
の

児
童
な

ど
、
発

達
の

程
度

の
観
点

か
ら
配
慮

が
必

要
と

考
え
ら

れ
る
児
童

 

⑦
 
保

護
者
が

育
児
休

業
を
終

了
し

た
場

合
 

（
例

）
 

・
育

児
休
業

取
得
前

に
放
課
後

児
童

ク
ラ

ブ
を
利

用
し
て
お
り

、
利
用
を

再
度
希

望
す
る

場
合
 

・
育
児
休

業
取

得
前

に
放

課
後

児
童

健
全

育
成
事

業
の
類
似

の
事

業
（
児

童
福

祉
法

上
の
「

放
課

後
児

童
健

全
育
成

事
業

」
と
し

て
事

業
を

実
施

し
な
い

類
似
の
事

業
）
を

利
用

し
て
お
り

、
放

課
後

児
童

ク

ラ
ブ

の
利
用

を
希
望

す
る
場
合

 

・
育

児
休
業

を
取
得

し
て
お
り

、
復

帰
す

る
場
合
 

⑧
 
兄

弟
姉
妹
（

多
胎

で
生
ま

れ
た

者
を

含
む

。）
に

つ
い

て
同

一
の

放
課
後

児
童
ク
ラ

ブ
の

利
用

を
希

望
す

る
場
合
 

⑨
 
そ

の
他
市

町
村
が

定
め
る

事
由
 

※
 
こ

の
ほ

か
、

保
護

者
の

疾
病

・
障

害
の

状
況

や
各

世
帯

の
経

済
状

況
（

所
得

等
）

を
考

慮
す
る
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こ
と

 
も

考
え

ら
れ
る

。
 

※
 
ま

た
、

市
町

村
の

判
断

に
よ

り
、

人
材

確
保

・
育

成
や

就
業

継
続

に
よ

る
全

体
へ

の
メ

リ
ッ
ト

等
の

観
点
か

ら
、
放
課

後
児
童

支
援

員
等

の
子
ど

も
の
利
用

に
当

た
っ

て
配
慮

す
る
こ
と

も
考

え
ら

れ

る
。
 

※
 
併

せ
て

、
保

育
士

、
幼

稚
園

教
諭

、
保

育
教

諭
の

子
ど

も
の

利
用

に
当

た
っ

て
配

慮
す

る
こ
と

も
考

え
ら
れ

る
。
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●
５

歳
児

の
保

育
所

等
入

所
状

況
●

１
年

生
の

ク
ラ

ブ
利

用
状

況
H

2
9
.4

.1
現

在
H

2
9
.5

.1
現

在

入
所

児
童

数
利

用
率

１
年

生
児

童
数

利
用

児
童

数
利

用
率

(B
)

(B
)/

(A
)

(C
)

(D
)

(D
)/

(C
 )

2
,0

3
6

1
,7

2
2

8
4
.6

%
2
,0

3
3

1
,2

0
8

5
9
.4

%

小
松

市
9
8
9

7
7
2

7
8
.1

%
9
7
4

6
1
2

6
2
.8

%

加
賀

市
4
8
5

4
6
0

9
4
.8

%
4
8
6

2
4
6

5
0
.6

%

能
美

市
4
9
5

4
2
3

8
5
.5

%
4
9
2

2
9
4

5
9
.8

%
川

北
町

6
7

6
7

1
0
0
.0

%
8
1

5
6

6
9
.1

%

2
,5

5
8

1
,8

9
7

7
4
.2

%
2
,4

5
1

1
,0

8
9

4
4
.4

%

か
ほ

く
市

3
2
4

2
7
9

8
6
.1

%
2
8
0

1
2
7

4
5
.4

%

白
山

市
1
,0

3
0

7
3
2

7
1
.1

%
1
,0

3
9

4
2
7

4
1
.1

%

野
々

市
市

5
9
7

3
9
7

6
6
.5

%
5
5
1

2
7
4

4
9
.7

%

津
幡

町
3
7
1

2
8
2

7
6
.0

%
3
4
8

1
2
2

3
5
.1

%
内

灘
町

2
3
6

2
0
7

8
7
.7

%
2
3
3

1
3
9

5
9
.7

%

8
4
8

7
5
5

8
9
.0

%
8
2
3

3
2
4

3
9
.4

%

七
尾

市
3
4
6

3
2
1

9
2
.8

%
3
7
1

1
3
9

3
7
.5

%

羽
咋

市
1
4
2

1
1
8

8
3
.1

%
1
3
0

4
4

3
3
.8

%

志
賀

町
1
4
2

1
0
4

7
3
.2

%
1
0
3

4
1

3
9
.8

%

宝
達

志
水

町
8
2

7
7

9
3
.9

%
7
5

2
7

3
6
.0

%
中

能
登

町
1
3
6

1
3
5

9
9
.3

%
1
4
4

7
3

5
0
.7

%

3
2
5

3
0
8

9
4
.8

%
2
8
7

1
4
2

4
9
.5

%

輪
島

市
1
3
8

1
3
4

9
7
.1

%
1
2
2

8
4

6
8
.9

%

珠
洲

市
6
2

5
9

9
5
.2

%
5
0

1
4

2
8
.0

%

穴
水

町
4
1

3
4

8
2
.9

%
3
1

2
0

6
4
.5

%
能

登
町

8
4

8
1

9
6
.4

%
8
4

2
4

2
8
.6

%

4
,1

0
9

2
,5

0
8

6
1
.0

%
3
,9

0
1

1
,6

2
0

4
1
.5

%
9
,8

7
6

7
,1

9
0

7
2
.8

%
9
,4

9
5

4
,3

8
3

4
6
.2

%

※
…

「
保

育
所

等
」
に

は
認

定
こ

ど
も

園
の

２
，

３
号

児
童

数
を

含
む

※
…
（
Ａ
）
、
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
各
市
町
か
ら
の
報
告

※
…
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
調
べ
（
H
2
9
学
校
基
本
調
査
）

　
　

　
　

　
（
石

川
県

の
行

っ
て

い
る

調
査

デ
ー

タ
よ

り
）

金
沢

市

計

１
年

生
の

ク
ラ

ブ
利

用
児

童
数

／
５

歳
児

の
保

育
所

等
入

所
児

童
数

②
「
4
,3

8
3
人

」
/
①

「
7
,1

9
0
人

」
＝

6
1
.0

%

｢
５
歳
児
の
保
育
所
入
所
割
合
｣
と
｢
１
年
生
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
割
合
｣
の
比
較

市
町

名

南
加

賀

石
川

中
央

能
登

中
部

能
登

北
部

５
歳

児
以

上
就

学
前

児
童

数
(A

)

①
②
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クラブの運営規程に定めている事項
(か所)

運営規程に定めている事項 平成 ２９ 年 平成 ２８ 年 増減

事業の目的及び運営の方針 23,252 (94.6%) ［99.7%］ 22,084 (93.5%) ［99.6%］ 1,168

職員の職種、員数及び職務
の内容

22,384 (91.1%) ［95.9%］ 21,180 (89.7%) ［95.5%］ 1,204

開所している日及び時間 23,222 (94.5%) ［99.5%］ 22,050 (93.4%) ［99.5%］ 1,172

支援の内容及び該当支援の
提供につき利用者の保護者

が支払うべき額
22,931 (93.3%) ［98.3%］ 21,783 (92.2%) ［98.3%］ 1,148

利用定員 21,004 (85.5%) ［90.0%］ 19,835 (84.0%) ［89.5%］ 1,169

通常の事業の実施地域 22,250 (90.5%) ［95.4%］ 21,086 (89.3%) ［95.1%］ 1,164

事業の利用に当たっての留
意事項

22,382 (91.1%) ［95.9%］ 21,287 (90.1%) ［96.0%］ 1,095

緊急時等における対応方法 22,129 (90.1%) ［94.9%］ 20,750 (87.9%) ［93.6%］ 1,379

非常災害対策 21,768 (88.6%) ［93.3%］ 20,468 (86.7%) ［92.3%］ 1,300

虐待の防止のための措置に
関する事項

20,184 (82.1%) ［86.5%］ 18,896 (80.0%) ［85.2%］ 1,288

その他事業の運営に関する
重要事項

9,982 (40.6%) ［42.8%］ 9,585 (40.6%) ［43.2%］ 397

注：( )内は全クラブ数(29年：24,573、28年：23,619)に対する割合、［ ］内は運営規程を定めているクラブ数（29年：23,329、
28年：22,167）に対する割合である。

※各年5月1日現在（総務課少子化総合対策室調）
（平成29年7月11日以降保育課（子育て支援課）健全育成推進室）
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「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
」
の

策
定
に
つ
い
て
（
抜
粋
）
 

（
雇

児
発

03
3
1
第

3
4
号

 
平

成
27

年
3
月

3
1
日
 

厚
生

労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家

庭
局
長

）
 

 《
以
下
、
第
３
章
抜
粋
》
 

 ３
．

特
に
配

慮
を
必

要
と
す
る

子
ど

も
へ

の
対
応
 

（
１

）
児
童

虐
待
へ

の
対
応
 

○
 
放

課
後
児

童
支
援

員
等
は

、
児
童

虐
待
の

防
止
等

に
関

す
る
法
律
（
平

成
1
2
 年

法
律

第
82 

号
）

に
基

づ
き

児
童

虐
待

の
早

期
発

見
の

努
力

義
務

が
課

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

子
ど

も
の

状
態

や
家

庭
の

状
況

の
把

握
に

よ
り

、
保

護
者

に
不

適
切

な
養

育
等

が
疑

わ
れ

る
場

合
に

は
、

市
町
村

（
特
別

区
を
含
む

。
以

下
同

じ
。
）
や

関
係
機

関
と

連
携
し

、
法
第

2
5
 条

の
２

第

１
項

に
規

定
す

る
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
で

協
議

す
る

な
ど

、
適

切
に

対
応

す
る

こ
と

が
求

め
ら
れ

る
。
 

○
 
児

童
虐
待

が
疑
わ

れ
る
場

合
に

は
、
放
課

後
児
童

支
援

員
等

は
各

自
の
判

断
だ
け
で

対
応

す

る
こ

と
は

避
け

、
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

運
営

主
体

の
責

任
者

と
協

議
の

上
で

、
市

町
村

又
は

児
童

相
談

所
に

速
や

か
に

通
告

し
、

関
係

機
関

と
連

携
し

て
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
と

し
て

適
切

な
対

応
を
図

ら
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

（
２

）
特
別

の
支
援

を
必
要
と

す
る

子
ど

も
へ
の

対
応
 

○
 
放

課
後
児

童
支
援

員
等
は

、
子
ど

も
の
家

庭
環
境

に
つ

い
て
も
配

慮
し
、
家
庭

で
の

養
育

に

つ
い

て
特

別
の

支
援

が
必

要
な

状
況

を
把

握
し

た
場

合
に

は
、

子
ど

も
と

保
護

者
の

安
定

し
た

関
係

の
維

持
に

留
意

し
つ

つ
、

市
町

村
や

関
係

機
関

と
連

携
し

て
適

切
な

支
援

に
つ

な
げ

る
よ

う
に

努
め
る

。
 

○
 
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
で

の
生

活
に

特
に

配
慮

を
必

要
と

す
る

子
ど

も
の

支
援

に
当

た
っ

て

は
、

保
護

者
、

市
町

村
、

関
係

機
関

と
情

報
交

換
を

行
い

、
連

携
し

て
適

切
な

育
成

支
援

に
努

め
る

。
 

（
３

）
特
に

配
慮
を

必
要
と
す

る
子

ど
も

へ
の
対

応
に
当
た

っ
て

の
留

意
事
項
 

○
 
特

に
配
慮

を
必
要

と
す
る

子
ど

も
へ

の
対
応

に
当
た
っ

て
は

、
子

ど
も

の
利
益

に
反

し
な

い

限
り

に
お

い
て

、
保

護
者

や
子

ど
も

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
の

保
護

、
業

務
上

知
り

得
た

事
柄

の
秘

密
保

持
に
留

意
す
る

。
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児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
（
抜

粋
）
 

（
雇

児
発

０
３

３
１

第
９

号
 

平
成
２

３
年
３
月
３
１
日
 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童

家
庭

局
長

）
 

 《
以

下
、
「
３

 
児
童

館
の
活
動
内

容
」
抜

粋
》
 

（
３

）
保
護

者
の
子

育
て
の
支

援
 

①
 
子

ど
も
と

そ
の
保

護
者
が

、
自

由
に

交
流
で

き
る
場
所

を
提

供
す

る
よ
う

に
配
慮
す

る
こ

と
。
 

②
 
子

ど
も
の

発
達
上

の
課
題

に
つ

い
て

、
気

軽
に

相
談
で

き
る

よ
う

な
子
育

て
支
援
活

動
を

実
施

し
、

保
護

者
が
広

く
地
域

の
人
々
と

の
関

わ
り

を
も
て

る
よ
う
に
支

援
す
る
こ

と
。
 

③
 
児

童
虐

待
予

防
に

取
り

組
み

、
保

護
者

の
子

育
て

へ
の

不
安

や
課

題
に

は
関

係
機

関
と

協
力

し
て

継
続

的
に
支

援
す
る

こ
と
。
 

④
 
地

域
住

民
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
、

関
係

機
関

と
連

携
を

図
り

、
協

力
し

て
活

動
す

る
な

ど
子

育
て

に
関

す
る

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
を
築

き
、
子
育

て
し

や
す

い
環
境

づ
く
り
に
努

め
る
こ
と

。
 

 《
以

下
、
「
４

 
児
童

館
と
家
庭
・

学
校
・

地
域
と

の
連
携
」

抜
粋

》
 

（
３

）
地
域

と
の
連

携
 

①
 
児

童
館
の

運
営
や

活
動
の

状
況

等
に

つ
い
て

、
保
護
者

や
地

域
住

民
等
に

積
極
的
に

情
報

提
供
 

を
行

い
、
そ

の
信
頼

関
係
を
築

く
こ

と
。
 

②
 
地

域
住
民

等
が
児

童
館
を

活
用

で
き

る
よ
う

に
働
き
か

け
る

こ
と

な
ど
に

よ
り
、
地

域
の

人
材
・
 

組
織

等
と
の

連
携
・

協
力
関
係

を
築

く
こ

と
。
 

③
 
児

童
虐
待

等
に
よ

り
支
援

が
必

要
な

場
合
に

は
、
市
町

村
や

児
童

相
談
所

と
連
携
し

て
対

応
を
 

図
る

こ
と
が

求
め
ら

れ
る
の
で

、
要

保
護

児
童
対

策
地
域
協
議

会
に
積
極

的
に
参

加
し
、

関
係
機
 

関
と

の
連
携

・
協
力

関
係
を
築

い
て

お
く

こ
と
。
 

 《
以

下
、
「
５

 
児
童

館
の
職
員
」

抜
粋
》
 

（
２

）
児
童

厚
生
員

の
職
務
 

児
童

館
に
は

児
童
厚

生
員
を
置

き
、

主
な

職
務
は

以
下
の
と
お

り
と
す
る

。
 

①
 
子

ど
も
の

育
ち
と

子
育
て

に
関

す
る

地
域
の

実
態
を
把

握
す

る
。
 

②
 
子

ど
も
の

遊
び
を

援
助
す

る
と

と
も

に
、
遊

び
や
生
活

に
密

着
し

た
活
動

を
通
じ
て

子
ど

も
一
 

人
一

人
と
子

ど
も
集

団
の
自
治

的
な

成
長

を
支
援

す
る
。
 

③
 
発

達
や
家

庭
環
境

な
ど
の

面
で

特
に

援
助
が

必
要
な
子

ど
も

へ
の

支
援
を

行
う
。
 

④
 
地

域
の
子

ど
も
の

活
動
や

、
子

育
て

支
援
の

取
り
組
み

を
行

っ
て

い
る
団

体
等
と
協

力
し

て
、
 

子
ど

も
の
遊

び
や
生

活
の
環
境

を
整

備
す

る
。
 

⑤
 
児

童
虐
待

防
止
の

観
点
か

ら
早

期
発

見
に
努

め
、
対
応

・
支

援
に

つ
い
て

は
市
区
町

村
や

児
童
 

相
談

所
と
協

力
す
る

。
 

⑥
 
子

ど
も
の

活
動
の

様
子
か

ら
配

慮
が

必
要
と

さ
れ
る
子

ど
も

に
つ

い
て
は

、
個
別
の

記
録

を
と
 

り
継

続
的
な

援
助
が

で
き
る
よ

う
に

す
る

。
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○放課後児童クラブの利用者負担については、現行、「事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収するこ

とができる」とされており、利用料徴収を実施している市町村数は1,418市町村（クラブ実施市町村数の約9割）。
○放課後児童クラブに係る利用者負担については、月額4,000円～6,000円に最も多く分布している。
○利用料を徴収している市町村の多くが利用料の減免措置を実施している。（減免措置実施市町村数：1,199市町村）
○一定水準以上の所得のある世帯等に対して利用料の加算を行っている市町村等がある。（加算実施市町村数：63市町村）

＜クラブに対する調査＞＜市町村に対する調査＞

放課後児童クラブにおける利用者負担について
（平成29年 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況調査（毎年５月１日時点））

１．利用料徴収・減免の有無

1,418
1,199

　注1：(　　)内はクラブ実施市町村数(29年1,619)に対する割合である。

　注2：［　 ］内は利用料の徴収を行っている市町村数(29年1,418)に対する割合である。

２．利用料減免の対象（複数回答）

893 (55.2%) ［74.5%］
438 (27.1%) ［36.5%］
122 (7.5%) ［10.2%］
301 (18.6%) ［25.1%］
409 (25.3%) ［34.1%］
664 (41.0%) ［55.4%］
465 (28.7%) ［38.8%］
92 (5.7%) ［7.7%］

　注1：(　　)内はクラブ実施市町村数(29年1,619)に対する割合である。

　注2：［　 ］内は利用料の減免を行っている市町村数(29年1,199)に対する割合である。

３．所得額による利用料加算の有無

63

　注：(　　)内はクラブ実施市町村数(29年：1,619)に対する割合である。

兄弟姉妹利用世帯

利用料減免の対象 平成 ２９ 年

平成 ２９ 年
(87.6%)

［84.6%］
利用料の徴収を行っている
利用料の減免を行っている

生活保護受給世帯
市町村民税非課税世帯

所得税非課税・市町村民税課税世帯
就学援助受給世帯

ひとり親世帯

その他市町村が定める場合
その他クラブが定める場合

一定水準以上の所得のある世帯等につ
いて、利用料の加算を行っている

利用料の加算 平成２９年

(3.9%)

１．利用料徴収の有無

20,736
　注：(　　)内は全クラブ数(29年：24,573)に対する割合である。

２．平均月額利用料金の状況

537
4,034
5,832
4,688
2,676
1,566

514
334
555

20,736
　注：(　　)内は放課後児童クラブで利用料の徴収を行っている

　クラブ数（29年：20,736）に対する割合である。

３．利用料の減免の有無

17,016
　注：(　　)内は放課後児童クラブで利用料の徴収を行っている

　クラブ数（29年：20,736）に対する割合である。

利用料の徴収を行っている
平成 ２９ 年

(84.4%)

(7.6%)
(2.5%)
(1.6%)
(2.7%)

(100.0%)

(2.6%)
(19.5%)
(28.1%)
(22.6%)
(12.9%)

利用料の減免を行っている
平成 ２９ 年

(82.1%)

利用料の月額

12,000～14,000円未満
14,000～16,000円未満

16,000円以上

6,000～8,000円未満
8,000～10,000円未満
10,000～12,000円未満

2,000円未満
2,000～4,000円未満
4,000～6,000円未満

計

平成 ２９ 年
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市町村における利用料の減免の方法

(市町村数)
利用料減免の方法
（複数回答）

平成 ２９ 年 平成 ２８ 年 増減

利用料の免除
（利用料を徴収しない）

824 (50.9%) ［68.7%］ 844 (52.6%) ［72.1%］ ▲ 20

利用料の半額のみ徴収 600 (37.1%) ［50.0%］ 609 (37.9%) ［52.1%］ ▲ 9
所得に応じて複数段階で

減額
77 (4.8%) ［6.4%］ 80 (5.0%) ［6.8%］ ▲ 3

その他 648 (40.0%) ［54.0%］ 605 (37.7%) ［51.7%］ 43
注：( )内はクラブ実施市町村数(29年：1619、28年：1,606)に対する割合、［ ］内は利用料の減免を行っている市町村数
（29年：1199、28年：1,170）に対する割合である。

※各年5月1日現在（総務課少子化総合対策室調）
（平成29年7月11日以降保育課（子育て支援課）健全育成推進室）
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放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修 認定者名簿管理システムの概要

目的：

放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の修了証等の作成及び認定者名簿の作成、管理
等を行う。

システムの仕様：
Microsoft Access ACCDE Database 2007 (.accde)

機能：

１ 都道府県認定資格研修を修了したと認められる者の情報（氏名、生年月日、修了年月日、修了証番
号等）を入力することにより、
・「放課後児童支援員認定資格研修一部科目修了証」（様式第１号）
・「放課後児童支援員認定資格研修修了証」（様式第２号－①）
・「放課後児童支援員認定資格研修修了証（携帯用）」（様式第２号－②）
の作成を行う。

２ 都道府県認定資格研修の認定者情報（氏名、生年月日、現住所又は連絡先、修了年月日、修了証
番号等）を入力することにより、認定者名簿の作成、管理を行う。

３ 認定者情報を、CSVデータ化することにより、厚生労働省及び他の都道府県への送付を可能とする。
※ 厚生労働省への認定者情報の報告及び都道府県間の一部科目修了者の情報提供を行う。

４ 厚生労働省において集約した、認定を取り消された者の情報を各都道府県に提供することで、その
共有を可能とする。
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放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修 認定者名簿管理システム

国（厚生労働省）

都道府県Ａ

認定資格研修
認定者情報Ａ

都道府県Ｂ 都道府県Ｃ

認定資格研修
認定者情報
Ａ、Ｂ、Ｃ……

一部科目修了者等の情報のやりとり（csvデータ）

修了証等A
システム上で認定
者名簿の作成・管
理、修了証等（※）
の印刷も可

認定資格研修
認定者情報Ｂ

修了証等Ｂ

認定資格研修
認定者情報Ｃ

修了証等Ｃ
システム上で認定
者名簿の作成・管
理、修了証等（※）
の印刷も可

システム上で認定
者名簿の作成・管
理、修了証等（※）
の印刷も可

認定者情報の送信
（csvデータ）

認定が取り消された
者の情報の送信
（csvデータ）

※ 個人情報を含むため、送信
時のパスワード設定等につい
て、注意が必要

※・様式第１号（放課後児童支援員認定資格研修一部科目修了証）
・様式第２号－①（放課後児童支援員認定資格研修修了証）
・様式第２号－②（放課後児童支援員認定資格研修修了証

（携帯用））      
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都道府県認定資格研修・認定者名簿イメージ

※科目名
①放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容
②放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護
③子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ
④子どもの発達理解

⑬子どもの生活面における対応
⑭安全対策・緊急時対応
⑮放課後児童支援員の仕事内容
⑯放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守

⑤児童期（６歳～12歳）の生活と発達
⑥障害のある子どもの理解
⑦特に配慮を必要とする子どもの理解
⑧放課後児童クラブに通う子どもの育成支援

⑨ 子どもの遊びの理解と支援
⑩ 障害のある子どもの育成支援
⑪ 保護者との連携・協力と相談支援
⑫ 学校・地域との連携

名簿No 枝番 氏名 ※最大20文字 （上段：現住所 ／ 下段：連絡先） 修了証番号 変更事由
取り消し事由

コメント

※最大120文字

並び順 昇順 降順
転出先

登録
都道府県
（転入元）

生年月日 郵便番号 住所 ※最大45文字 電話番号 修了年月日 変更年月日
履歴 無 有

基準第10条第3項

変更事由 全て
取消
以外

取消

▼
▼ 詳細な検索 非表示 表示

▼

修了科目
▼

選
択

1 1 ○○ ○○ XXX-XXXX □□□□XX-XX XXX-XXX-XXXX 第○○号 新規

○○○○○○

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

編
集

○○県 XX.XX.XX XX.XX.XX XX.XX.XX ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯
三

選
択

2 1 ○○ ○○ XXX-XXXX □□□□XX-XX XXX-XXX-XXXX 転入

○○○○○○

① ② ③ 免 免 ⑥ ⑦ ⑧

編
集

○○県 XX.XX.XX XXX-XXXX □□□□XX-XX XXX-XXX-XXXX XX.XX.XX ⑨ ⑩
四

選
択

3 1 ○○ ○○ XXX-XXXX □□□□XX-XX XXX-XXX-XXXX 第○○号 新規 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

編
集

○○県 XX.XX.XX XX.XX.XX XX.XX.XX ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯
三

選
択

3 2 ○○ ○○ XXX-XXXX □□□□XX-XX XXX-XXX-XXXX 第○○号 転出 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

編
集

○○県 XX.XX.XX XXX-XXXX □□□□XX-XX XXX-XXX-XXXX XX.XX.XX XX.XX.XX ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯
三

選
択

4 1 ○○ ○○ XXX-XXXX □□□□XX-XX XXX-XXX-XXXX 取消
虚偽又は不正

○○○○○○○

① ② ③ 免 免 免 免 ⑧

編
集

○○県 XX.XX.XX XXX-XXXX □□□□XX-XX XXX-XXX-XXXX XX.XX.XX ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
一

情 報 入 力

修了科目
の管理

資格要件による
科目免除の確認

条件による
抽出

取消事由
の管理
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